
公示日 令和7年7月10日

有珠道路事務所管内外LED道路照明賃貸借

令和7年8月20日

室蘭開発建設部

　仕様書（案）について意見招請したところ、以下の内容の意見書の提出がありました。提出された意見とそれに伴う対応について、次のとおり回答します。

番号 頁 条項 仕様書（案）の記載内容 提案・意見等 理由 仕様書への反映 対応理由

1 2

第２条　工事仕様書及び共通仕様書に対する特記事項
第１編　共通編
第１章　総則
１－１－１－３　設計図書の照査等

４．現地調査
①別紙１の「道路照明灯一覧」の内容

別紙が無いため不明点が多い。
冬期間に１００灯交換予定箇所が不明

冬期に傾斜地で高所作業車を使用した場合の逸走事
故が多く、踏み固められた凍結路面では危険性が非
常に高くなる。過去実績で１日１０台交換したなどの理
由で台数決めしていたのか不明だが、施工地域や施
工時期、天候等色々考慮していただき、発注時期を
早めるや工期の余裕を見て発注をお願いしたい。

無

冬期間の施工を考慮して１期目の賃貸借数量を見直しま
す。
また、交換予定箇所については、別紙により発注者が指
定するものではなく、「第３条　その他の特記事項(施工)」
の「２.ＬＥＤ道路照明灯具の取替作業の範囲」の（１）のと
おり協議により決定するものです。

2 4

第２条　工事仕様書及び共通仕様書に対する特記事項
第１編　共通編
第１章　総則
１－１－１－３５ 交通安全管理

１７．安全対策費
ＬＥＤ道路照明灯具の取替作業に関して、所轄警察署
との協議により必要な交通規制等の安全対策は、受
注者において準備するものとする。所轄警察署との協
議については、監督職員と協力し行うものとする。

交通誘導員等費用について、契約金額内で受注者が
全て準備するのであれば追記していただきたい。

交通誘導員配置数について設計変更対象なのか？
最終的な交通誘導員総数を設計変更対象外であれ
ば、その旨を記載していただきたい。
設計変更対象ならばその旨を追記いただきたい。

有

交通誘導員配置数については設計変更対象外であるた
め、その旨を追記し、以下のとおりとします。

　ＬＥＤ道路照明灯具の取替作業に関して、所轄警察署と
の協議により必要な交通規制等の安全対策は、受注者に
おいて準備するものとし、契約変更は行わない。所轄警
察署との協議については、監督職員と協力し行うものとす
る。

3 6

第２条　工事仕様書及び共通仕様書に対する特記事項
第２編　器具及び材料編（共通仕様書）
第３章　電気通信設備工事材料（共通仕様書）
２－３－７－３　道路用照明器具

６．賃貸借LED道路照明灯具
灯具色は、「グレー」・「ダークブラウン」を標準色とし
て、　現地調査の上で照明柱（ポール）の配色に近い
色を採用すること。

灯具色により数量、仕様を分ける必要がある。
メーカーの標準色は基本「グレー」ですが「ダークブラ
ウン」の場合、メーカーにより対応が異なるため、製品
単価が割増となる場合がある。

有

公園区域の場合、環境色対応で指定色となる場合には価
格に違いがあるため、以下のとおりとします。

6.賃貸借LED道路照明灯具
灯具色は、「グレー」を標準色とし、「ダークブラウン」等は
指定色とする。　現地調査の上で照明柱（ポール）の配色
に近い色を採用すること。

4 10 第４条 その他の特記事項(賃貸借)

１.賃貸借期間、賃貸借数量貸借期間
(1)賃貸借期間　 LED 道路照明灯具
令和8 年4 月1 日 ～ 令和11 年11 月30 日 １００灯
令和8 年6 月1 日 ～ 令和12 年1 月31 日 ２００灯
令和8 年8 月1 日 ～ 令和12 年3 月31 日 ２００灯

１.賃貸借期間、賃貸借数量貸借期間
(1)賃貸借期間　 LED 道路照明灯具
令和8 年4 月1 日 ～ 　令和11 年11 月30 日 ３０灯
令和8 年８ 月1 日 ～ 　令和12 年３ 月31 日 ２４０灯
令和8 年10 月1日 ～　 令和12 年５ 月31 日 ２４０灯

９月中旬公告予定、開札は１２月中旬なのか？　１２
月受注としても実際の作業及び照明器具の入荷等を
考えもう少し余裕のある期間にしていただきたい。
例えば令和8 年4 月1 日～の賃貸借開始であれば３
月中旬には施工完了し検査等を終わらせる必要があ
る。冬期間でもあるため全体的に余裕のある工程を
組めるようお願いしたい。

有

賃貸借数量については、冬期間の施工と過去の施工実
績を考慮して、リースを3期から2期に変更して数量を見直
します。また、1期目の賃貸借期間に誤記があったため、
以下のとおり修正します。

1.賃貸借期間、賃貸借数量
(1)賃貸借期間
令和8年3月1日～令和11年10月31日　30灯
令和8年8月1日～令和12年3月31日　470灯

5 10 第４条 その他の特記事項(賃貸借)

１.賃貸借期間、賃貸借数量貸借期間
(1)賃貸借期間　 LED 道路照明灯具
令和8 年4 月1 日 ～ 令和11 年11 月30 日 １００灯
令和8 年6 月1 日 ～ 令和12 年1 月31 日 ２００灯
令和8 年8 月1 日 ～ 令和12 年3 月31 日 ２００灯

１.賃貸借期間、賃貸借数量貸借期間
(1)賃貸借期間　 LED 道路照明灯具
令和8年4月1日～令和11年11月30日　50灯
令和8年8月1日～令和12年3月31日　450灯

契約締結後、道路照明一覧表に基づき、速やかに現
地調査・設計内容の照査を行うが、現地調査期間、資
材調達期間を考慮した場合、提案にある賃貸借期
間、賃貸借数量が望ましい。

有

賃貸借数量については、冬期間の施工と過去の施工実
績を考慮して、リースを3期から2期に変更して数量を見直
します。また、1期目の賃貸借期間に誤記があったため、
以下のとおり修正します。

1.賃貸借期間、賃貸借数量
(1)賃貸借期間
令和8年3月1日～令和11年10月31日　30灯
令和8年8月1日～令和12年3月31日　470灯

6 10 第４条 その他の特記事項(賃貸借)

２.LED 道路照明灯具の保守作業
（１） 受注者は、LED 道路照明灯具の設置後から賃
貸借期間終了までの間、LED 道路照明灯具が正常な
状態で使用できるよう管理すること。

「正常な状態で使用できるよう管理する」と記載ある
が、具体的に年１回の点検など実施するのか管理内
容記載していただきたい。また点検等も賃貸借費用内
で実施することも追記お願いしたい。

年維持業者と連絡を取り、取付照明器具に不具合が
無いか確認し内容を毎年データ管理を行う程度で良
いのか、受注者が毎年見回りを行い正常確認を行う
のか不明のため。

有

管理について明確にするため、以下のとおり追記します。

2.LED道路照明灯具の保守作業
(1)　受注者は、LED道路照明灯具の設置後から賃貸借期
間終了までの間、LED照明灯具が正常な状態で使用でき
るよう管理すること。点検は発注者が行い、管理とは以下
（２）～（６）をいう。

意見招請の結果について

件名



有珠道路事務所管内外LED道路照明賃貸借

令和7年8月20日

室蘭開発建設部

　仕様書（案）について意見招請したところ、以下の内容の意見書の提出がありました。提出された意見とそれに伴う対応について、次のとおり回答します。

番号 頁 条項 仕様書（案）の記載内容 提案・意見等 理由 仕様書への反映 対応理由

件名

7 10 第４条 その他の特記事項(賃貸借)

２.LED 道路照明灯具の保守作業
（１） 受注者は、LED道路照明灯具の設置後から賃貸
借期間終了までの間、LED照明灯具が正常な状態で
使用できるよう管理すること。

受注者に求める管理方法が不明確である。

管理方法が明確でなければ、各社の見積金額に差異
が生じてしまい公平な金額とはならない。また賃貸借
期間に移行した際、受発注者双方の解釈の違いによ
るトラブルを避けるため。

有

管理について明確にするため、以下のとおり追記します。

2.LED道路照明灯具の保守作業
(1)　受注者は、LED道路照明灯具の設置後から賃貸借期
間終了までの間、LED照明灯具が正常な状態で使用でき
るよう管理すること。点検は発注者が行い、管理とは以下
（２）～（６）をいう。

8 10 第４条 その他の特記事項(賃貸借)

２.LED 道路照明灯具の保守作業
（２） 受注者は、保守体制を確保し、不点灯などLED
道路照明灯具の不具合の確認、点検・補修などにつ
いて、適切かつ迅速に対応し、それが可能な体制を
整えること。

受注者の責において照明器具の交換場合は「安全対
策費用及び作業車等は受注者負担」にすることを追
記していただきたい。また点検補修依頼が発注者から
あり点検した結果、受注者に責任が無く出動した場合
の費用負担は発注者が実費負担するのか追記いた
だきたい。

配電線の不具合などで不点灯の場合は受注者に責
はないため、点検修理に要した準備費用等が無償と
なってしまうため。

無

「2.LED道路照明灯具の保守作業」の「（4)受注者は、LED
道路照明灯具の不具合を発見または通報を受けた時は、
監督職員と協議し、速やかに状況を確認すること。」と規
定しており、不具合の原因の切り分けを含んでいますの
で、現行通りとします。


